
縫目記号、パーツ記号判別の基本規則

１．縫目記号とパーツ記号は被服を構成するための縫合線の垂直・垂平の断面図、
    あるいはそれに準ずる表現である。

２．色別について

　　材料の種類によって色別されている。

　

３．線の太さについて

　　材料の表面は太線で、裏面は細線で区別し、表現している。

４．裁ち目、オーバーロック、本縫ステッチ、すくい、裾しまつの記号は以下のように規定される。

５．接着芯使用の場合には、接着芯が対象布地に接して描かれている。

６．図を見る方向は水平断面は「上側おもて」、垂直断面は「右側おもて」で表現している。

　表地

　裏地

　芯地　

裁ち目　　　　　　　　オーバーロック　　　　　　　　本縫ステッチ　　　　　　 すくい　　　裾しまつ　

接着芯

　表地…青色

　裏地…赤色

　芯地…黄色

（モノクロの場合）
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記　号　索　引

N o . N o .記　号 説　　　　　明 説　　　　　明記　号

１

２

３

４

５

６

７

８

９

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

3 2

布端ロックかけ⇒一折

⇒ステッチ

布端ロックかけ⇒一折

⇒すくい縫い

接着芯貼布⇒ロックかけ

⇒一折⇒ステッチ

三つ折

⇒ステッチ

接着芯貼布⇒ロックかけ

⇒一折⇒ステッチ

三つ折

⇒ステッチ

折り山にステッチ

折り山にステッチ

裁ち出し接着芯貼布

⇒折り山にステッチ

地縫い⇒片倒し

地縫い⇒片倒し

地縫い⇒片倒し

地縫い⇒片倒し

地縫い⇒割り

布端ロックかけ⇒地縫い

⇒割り

布端一折⇒ステッチ押さえ

地縫い⇒縫い代片倒し

地縫い⇒縫い代片倒し

地縫い⇒縫い代ロックかけ

⇒片倒し

地縫い⇒縫い代ロックかけ

⇒片倒し

地縫い⇒縫い代ロックかけ

⇒片倒し

地縫い⇒縫い代ロックかけ

⇒片倒し

布端ロックかけ⇒一折

⇒ステッチ押さえ

布端ロックかけ⇒一折

⇒ステッチ押さえ

接着芯貼布⇒布端一折

⇒ステッチ押さえ

接着芯貼布⇒地縫い

⇒縫い代片倒し(キセ含み)

地縫い⇒縫い代片倒し

⇒ステッチ

地縫い⇒縫い代片倒し

⇒ステッチ

地縫い⇒布端ロックかけ

⇒片倒し⇒ステッチ

地縫い⇒布端ロックかけ

⇒片倒し⇒ステッチ

布端一折

⇒ステッチ２本

布端一折

⇒ステッチ２本



記　号　索　引

N o . N o .記　号 説　　　　　明 説　　　　　明記　号

4 9

5 0

5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

5 6

5 7

5 8

5 9

6 0

6 1

6 2

6 3

6 4

3 3

3 4

3 5

3 6

3 7

3 8

3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

4 6

4 7

4 8

布端折

⇒ステッチ２本

一折⇒布端地縫

⇒折り山ステッチ

一折⇒布端地縫

⇒折り山ステッチ

一折⇒布端地縫

⇒折り山ステッチ

一折⇒布端地縫

⇒折り山ステッチ

地縫⇒縫い代片倒し

⇒ステッチ２本

地縫⇒縫い代片倒し

⇒ステッチ２本

地縫⇒縫い代ロックかけ

⇒片倒し⇒ステッチ２本

地縫⇒縫い代ロックかけ

⇒片倒し⇒ステッチ２本

巻き縫い

ポケット口始末

見返し付け始末 略前立作り始末

シャツ穴(眠り穴)

ハトメ付き穴

見返し付け始末

見返し付け始末

裾始末

(すくい縫い、裏キセ)

パッチポケット始末

パッチポケット始末

衿付け始末

(地縫いと落としミシン)

衿付け始末

(地縫いと落としミシン)

衿付け始末

(地縫いと落としミシン)

衿付け始末

(地縫いと落としミシン)

衿付け始末

(地縫いと落としミシン)

衿付け始末

(地縫いと落としミシン)

カフス及び裾ベルト付け始末

(地縫いとステッチ)

カフス及び裾ベルト付け始末

(地縫いとステッチ)

カフス及び裾ベルト付け始末

(地縫いとステッチ)

カフス及び裾ベルト付け始末

(地縫いとステッチ)

ベルト付け始末

(地縫いと落としミシン)

ベルト付け始末

(地縫いと落としミシン)




